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研究成果の概要：自閉症など広汎性発達障害（ＰＤＤ）児・者に適切な療育・福祉サービスを 
 提供するには、個別的な支援ニーズ評価の方法が確立される必要がある。そこで、ある入所 
 施設における観察調査と、全国の自閉症専門施設を対象とする郵送調査を実施した結果、既 
 存の定型的な評価尺度では、ＰＤＤ固有の障害特性を反映した評価は困難であることが示さ 
 れた。また現実の福祉場面では、観察による情報に基づく合議により障害評価・ニーズ判定 
 を行っており、情報収集と判定のプロセスをシステム化することが有効と考えられた。 
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１．研究開始当初の背景 
 わが国で、自閉症など広汎性発達障害
（Pervasive Developmental Disorder、以下
ＰＤＤと略）が「障害」として社会認知され
たのは近年のことであり、障害者基本法の参
院付帯決議を経て「発達障害者支援法」の施
行（2005 年 4 月）により、ようやく教育・福
祉における個別支援の途が開けたところで
ある。一方、ＰＤＤに関する障害評価は、従
来よりＣＡＲＳ（Childhood Autism Rating 

Scale）やＰＥＰ－Ｒ（Psycho-Educational 
Profile）など診断や障害程度の評価を主目
的とするものであった。（社）日本自閉症協
会が中心となって開発したＰＡＲＳ（ＰＤＤ
－ＡＳＪ Rating Scale 広汎性発達障害日
本自閉症協会評定尺度）も、ＰＤＤ児の支援
に活用できるとされているが、その本質はス
クリーニング・テストである。 
 2006 年より施行された障害者自立支援法
において、発達障害は法の対象となる障害類



型に含まれないものの、現実に各種医療・福
祉サービスを受けるために、知的障害あるい
は精神障害に擬制してサービス認定を受け
ている。障害者自立支援法のもとでのサービ
ス提供は、介護保険に倣った障害程度区分認
定に基づいて行われるが、身体障害を念頭に
置いたモデル設計に基づく障害程度区分判
定において、ＰＤＤの特性が殆ど考慮されて
いないことは明らかである。 
 ＰＤＤは、発現する障害の態様に個別性が
高く、その生活上の障害を定性的・定量的に
評価することは困難である。しかしながら、
教育や日常生活に関する日常的な支援のみ
ならず将来の就労・自立へ向けた支援のため
には、ＰＤＤ児・者に関わる支援者が、個々
の児・者のストレス耐性をはじめ、生活のあ
らゆる場面での生きにくさ、すなわち生活障
害を正確に理解し、個々の人格・個性に見合
った適切な支援ニーズを把握する必要があ
る。さらに現実問題として、現行法体制化で
適切な支援サービスを受けるためには、ＰＤ
Ｄの特性を踏まえた評価尺度が必要とされ
ている。 
 
 
２．研究の目的 
 ＰＤＤをもつ児童や成人が家庭および療
育・就学・就労環境の中でこうむる日常生活
上の暮らしにくさ、すなわち生活障害を定性
的・定量的に評価するために、保護者および
支援者の双方が使用できる評価尺度の開発
に関して、生活障害と支援ニーズの適切な評
価方法を確立することを目的とする。 
 
 
３．研究の方法 
（１）施設入所自閉症者の支援ニーズからみ
た障害評価 
 
 Ｏ県内のある自閉症者生活療育施設の利
用者 32 名のうち、自閉症と診断され入所歴
10 年以上の男性 15 名（平均年齢 33.4 歳）を
対象に観察を行い、平行して、勤務歴 10 年
以上の施設職員 3名を対象に聞き取り調査を
行った。利用者の一日の行動と受けた支援を
観察し、不足情報を職員から収集して、それ
らを対象者の支援ニーズとして分類・分析し
た。さらに、今回の調査結果を既存の障害評
価尺度（SIS、PARS、障害程度区分）に当て
はめ、比較・検討を行った。 
 
 
（２）全国の自閉症児・者支援専門機関にお
ける支援ニーズ判定の方法に関する実態調
査 
 自閉症児・者の専門療育機関を対象に、実
際のケア会議等でどのような方法で対象者

のケアニーズを評価し、個別支援計画に結び
付けてきたのか、その実践状況を調査して、
ニーズ評価とくに支援者との関係性に配慮
した評価の実態と、既存尺度に関する経験知
を集約する目的で、自閉症児・者のケアに専
門的に関わる全国の「発達障害者支援センタ
ー」および全国自閉症施設協議会加盟施設へ
自記式調査票を郵送し、郵送法による実態調
査を実施した。対象施設は、（社）日本自閉
症協会のホームページに住所等が公開され
ている施設で、施設長あてに調査協力依頼書
および調査票を郵送し、調査協力を依頼した。 
 
 
４．研究成果 
（１）施設入所自閉症者の支援ニーズからみ
た障害評価 
 
 観察と聞き取りの結果、支援ニーズは、
ADL に関して、整容、飲食、排泄、健康管理、
生活習慣の安定、身辺の整理の 6 項目に、社
会生活に関して、意思決定、人間関係、集団
行動、こだわり行動、自傷・他害・破壊行為、
情動のコントロール、動作上の問題の 7 項目
に分類された。支援内容の特徴として、健康
管理を除く ADL 関連項目は、客観的に確認
しやすく、定型的な支援が行われる傾向にあ
ったのに対し、社会生活関連項目では、観察
によって確認することが容易でなく、対象者
に合わせた個別的な支援が多かった（表 1）。 
 
 表 1 支援内容の分類～定型的・個別

的な支援～ 
定型的 個別的 

ADL 

整容
排泄 
飲食 
生活習慣の
安定 
身辺の整理 

健康管理 

社 
会 
生 
活 

集団行動 

意思決定 
人間関係 
情動のコント
ロール 
自傷・他害・破
壊行為 
こだわり行動 
動作上の問題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 特に、情動のコントロールとこだわり行動、
動作上の問題など発達障害特有の障害特性
については、支援の個別性が高くなる傾向に
あった。例えば、こだわり行動は日常生活の
あらゆる場面で起こるが、自分や周囲が困る
もの、無害だが社会的には奇異な常同行動な
ど多様であり、また支援のあり方も、無害な
ものでも抑制したり、有害なものでも観察・



見守りに止めたりするなど、対象者と TPO
に合わせて方法と内容を変える必要があっ
た。このように、自閉症者の支援ニーズには、
客観的・定型的な評価が困難な部分があり、
個別性を重視してケアマネジメントの観点
から障害評価を行う必要のあることが示唆
された。 
 既存の尺度との比較では、服薬管理に関す
る項目、情動のコントロール（自制・我慢）
に関する項目について、職員は重要な支援で
あると評価しているにも関わらず、既存の評
価尺度には該当する項目がなかった。以上の
結果から、既存の評価尺度では自閉症の生活
障害を適切に評価することは困難であり、自
閉症の多様で個別的な支援ニーズに対応す
るための、固有の障害評価の方法・システム
を確立する必要があることが示された。 
 
 
（２）全国の自閉症児・者支援専門機関にお
ける支援ニーズ判定の方法に関する実態調
査 
 
 有効回収率は、「発達障害者支援センター」
（以下センター） 43.5％（69 施設中 30 施設）、
全国自閉症施設協議会加盟施設（以下自閉症
施設）27.8％（54 施設中 15 施設）であった。 
 診断および障害判定のために、センターで
は DSM-Ⅳや ICD10 の診断基準とともに発
達評価が可能なウェクスラー式知能検査が
最も多く使われ、WISC（児童用）は 8 施設、
WAIS（成人用）が 4 施設であった。田中ビ
ネー知能検査も使用されていたが、自閉症固
有の障害判定尺度は PARS（広汎性発達障害
日本自閉症協会評定尺度）が３施設、CARS
（小児自閉症評定尺度）が 1 施設での使用で
あった。 
 児童・学童期の課題分析、評価には、心理
教育プロフィール PEP-R（７施設）のほか、 
知能検査の使用頻度が高く、WISC が 9 施設、
田中ビネーおよびＫ式が 5施設などであった。
自閉症評定尺度では、３施設で PARS を使用
していた。成人期および就労支援に関する課
題分析、評価も、児童・学童期と同様に心理
教育プロフィール AAPEP（５施設）や知能
検査 WISE（10 施設）が広く使用されていた。 
 センターでは、知能検査および心理教育プ
ロフィールの使用が認められたほか、相談票
や情報シートなどを作成していたが、これら
は主として聞き取りなど情報収集・整理のた
めに作成されたもので、独自の評価尺度を開
発した施設はなかった。また自閉症施設から
の回答には、保護者からの聞き取り・面談を
中心に個別評価を行う現状が示されており、
知能検査や心理教育プロフィールなど評価
尺度の使用は多く認められなかった。両施設
における判定・評価手法の差異は、幼児期・

学童期から成人期まで幅広い年齢層の、しか
も数多くの対象者への相談支援を行うセン
ターと、比較的少数の知的障害を伴う入所者
を中心に、ほぼ固定化した関係性の中で支援
を提供している自閉症施設との施設特性の
差を反映したものと考えられる。 
  個別支援計画作成や個々の支援ニーズ
に関しては、面接・聞き取りによる情報に基
づきケース会議等で判定を行っており、知能
等複数の判定ツールと個別的な情報の組み
合わせで合議によるニーズ判定が行われて
いる現状が示された。情報収集に際しては、
各施設の開発したアセスメントシートやサ
ポートブックが活用されている。いっぽう、
ＰＤＤ児・者と支援者等の「関係性」に関す
る評価は、一定期間を要するものを含む個別
的な行動観察や関与観察に基づき、事例検討
の中で、「場面による能力発揮の違いを、汎
化・応用の苦手さとして評価」、「親子関係の
二者関係について確認、友人関係や遊びから
三者関係について確認」、心理教育プロフィ
ール（PEP-R や AAPEP）の活用、行動分析、
「エピソードと支援者の主観的評価のすり
合わせ」等により個別に分析・評価を行って
いることが示された。観察に基づく情報の重
要性と、事例検討会など合議の必要性が示唆
されると同時に、「関係性」を客観的に評価
する既存尺度は存在しないこともまた示さ
れた。 
 既存の評価尺度に対する施設の評価とし
て、８施設が心理教育プロフィール（PEP-R, 
 AAPEP）を有用としたが、自閉症固有の障
害評価についてそのままで有用と評価され
た既存尺度はなかった。 
 「障害程度区分」に対しては、発達障害特
有の障がい特性が考慮されていないとの意
見が多く、行動障害、社会関係・コミュニケ
ーションの障害に関する評価が必要である
ことが指摘された。 
 PARS については、高機能自閉症に該当し
にくいこと、成人に適用しにくいことが指摘
され、また専門機関以外では使用が難しいと
の意見もあった。さらに、PDD の特性が生
活環境や発達過程に大きな影響を受けるこ
とから、PARS をもってしても一定的な支援
ニーズを捕捉することは困難であり、むしろ
当事者と支援者の関係尺度として用いるの
が有効との意見もあった。 
 国際機能分類 ICF2001 についても、少数
ながら具体的事例の提示が必要などの意見
が示され、さらに「何らかの機能不全をもと
に『障害』を定めるのではなく、ICF の定義
に基づいて、周囲に理解がない、支援機器が
ないなど、環境が整わないために活動が制限
されたり、社会に参加できなくなっているよ
うな生活機能の要因から『障害』を捉えて、
支援ニーズを判定できるツールの作成を行



うことが急務であるとともに、その支援ニー
ズに伴った障害福祉サービス体系の見直し
が必要である」など、国際的な障がい概念で
ある ICF の意義を踏まえて、ICF の理念に対
応するシステムを構築する必要性を述べる
意見があった。 
 
 
（３）考察 
 
 「当初から、診断とアセスメントは区別す
ることが重要である、ということをわれわれ
は認識していた。自閉症児の場合、診断は、
他の自閉症児たちと共通するその子の特徴
を捉えて、自閉症という分類に適合させるも
のである。しかしながら、同様な子どもたち
でも、自閉症候群の範囲にないような多くの
ユニークな特徴を持っていることがある。こ
のような独自の特徴を評価することは、診断
分類と同様にきわめて重要である。なぜなら、
その点を理解することなしに効果的な療育
プログラムを開発することは、まず無理だか
らである。こうした重要な相違点を強調する
ために、われわれは同一の診断名の下での共
通の特徴を有するグループに属するように
診断という用語を用い、一方、アセスメント
は各患児の独自の、そして個別的な特徴を評
価（evaluate）するために用いられる。」（Ｅ．
ショプラー、Ｇ．Ｂ．メジボブ編著「自閉症
の評価」黎明書房. 2003. p20） 
 本来、障がいを持つ人の自立生活に必要な
支援ニーズは、受給資格認定とは独立に、障
がい者支援専門家によるケース会議等の協
議を経て個別的にアセスメントされるべき
ものである。したがって、全国一律の調査票
を用いた定型的な判定が適切であるか（そも
そも可能であるのかを含めて）疑問が残ると
ころであるが、現状の法体制では、障がい者
に不利益をもたらさないよう、可能な限り広
範なニーズ判定を行い、最低限必要な支援サ
ービスを確保するための仕組みが必要であ
る。 
 これまで、自閉症および発達障害を対象と
する診断基準、障害評価尺度が多く開発され、
最近ではスクリーニング・ツールとしての
PARS（広汎性発達障害日本自閉症協会評定
尺度）の有効性が示されている。しかしなが
ら本研究の観察調査において、ＡＤＬに関連
する事項は、ある程度定性的に評価できる可
能性が示された一方で、社会との関わりを中
心に、自閉症児・者の生活障害を既存尺度で
記述することは不可能であり、PARS をもっ
てしても、不十分であることが示された。と
くに、WHO 国際生活機能分類（ICF2001）
の障がい概念でその重要性が示された環境
因子や社会とのかかわりについては、きわめ
て個別性が高いため、定型的な評価が困難と

考えられる。 
 全国の自閉症専門施設（発達障がい者支援
センターおよび全国自閉症施設協議会加盟
施設）を対象として実施した実態調査からは、
専門施設の日常的な相談支援活動やケアの
実施に際しては、単独の評価尺度ではなく、
複数の診断基準を用いた診断、少なくとも知
能検査と心理プロフィールの両側面からの
障害評価と、観察・聞き取りによる情報収集
を基本としたケース会議によるニーズ判定、
ケア評価が行われていることが明らかとな
った。施設からの回答の中では、「診断」と
「アセスメント」が意識的に区別されてはい
なかったが、福祉サービス提供の現場におい
て、受給資格認定に連結する「診断」と、個
別的なサービス提供のための判断基準とな
る「アセスメント」が、その違いは意識され
ないままでも、それぞれが並行して実施され
ている現実がうかがわれた。 
 本研究は、PDD 児・者への適切な支援サ
ービス提供のために、日常生活上の困難（生
活障害）を記述し、ニーズ判定を行うための
ツールの開発を目的として実施されたが、そ
の研究デザインは、下位尺度による次元構造
は有するにしても、たとえば PARS のような
包括的な単一尺度による定型的な障がい評
価が可能であるとの仮説に基づくものであ
った。 
 ショプラー＆メジボブの述べているとお
り、診断に用いる尺度であれば、ある障害群
に共通の障害特性が示されれば、評価尺度と
しての用をなす。しかしながら、個別の支援
ニーズを評価するための「アセスメント」に
おいては、実際に観察調査で示されたとおり、
PDD 者の社会性に関わる障害を定型的に評
価することには重大な問題点が存在するこ
とが明らかとなり、また自閉症専門施設の実
態調査でも、福祉の現場ではケース会議によ
る判定が不可欠であることが認められた。す
なわち、PDD 児・者の生活障害および支援
ニーズの評価においては、定型的な尺度によ
る評価は身辺自立項目など限定的にしか適
用できないと判断すべきであり、むしろ、状
態像の正確な記述方法と、ケース会議におけ
る判定方法に関するガイドラインの果たす
役割が大きいと考えられる。 
 障害者自立支援法に基づくサービス提供
ならびに特別支援教育に際しては、個別支援
計画の策定と活用が重要課題とされており、
障害の種別を問わず、個別支援計画策定のた
めのケース会議のあり方、情報管理の方法が
検討課題となっている。定型的な障害評価が
困難な PDD においては、なおさらのこと、
正確な情報収集と情報整理の方法が求めら
れる。現在、世界中で最も成功している PDD
児・者支援システムである TEACH プログラ
ムに基づく＜情報収集→アセスメント→計



画＞の手順は一つのモデルとなりえようが、
現行制度の中では、市町村自立支援協議会や
市町村特別支援連携協議会等でのケース会
議を適切に運用することが必要であろう。そ
の際、本人の現状、生活機能の記述のほか、
成育歴、家族関係、支援関係、社会資源等の
情報が網羅されるたうえで、一律定型的な重
みづけではない個別的な事例検討がなされ
る必要があり、例えば大分県で発達障がい者
支援センターが中心となり検討が進められ
ている「情報ファイル」（仮称「発達支援手
帳」）の活用などは、課題解決のための具体
的な方向性を示すものといえるだろう。 
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